
■事業期間 ： 令和７年４月１日～令和８年２月１０日

※予算上限に達した場合は、期間内であっても受付を終了します。

■対 象 者 ： 山都町内に事業所を有し、太陽光発電設備及び蓄電池を設置する事業者

■交付条件 ： ・太陽光、蓄電池を既に設置している者でないこと
・自家消費率50％以上であること
・FIT、FIPでの売電はできません
・蓄電池は本事業で設置する太陽光設備の付帯設備
であること

・町税その他町の徴収金を滞納していないこと

山都町役場 環境水道課 環境衛生係
■電 話 72-4002
■メール kan@town.kumamoto-yamato.lg.jp

https://www.town.kumamoto-
yamato.lg.jp/kiji0039620/index.html

問合せ先 詳細についてはこちら

事業者向け太陽光と蓄電池の導入を支援します

▶太陽光発電設備

１ｋｗ当たり50,000円
▶蓄電池

蓄電池の価格の1/3
※4,800Ah未満の場合141,000円/kwhの1/3まで
4,800Ah以上の場合160,000円/kwhの1/3まで

補助
金額

申請
方法

１．設置業者から見積書を取得

２．必要書類をそろえて申請
▶必要書類

□交付申請書
□見積書の写し
□最大出力値が確認できる書類の写し
□設置図面の写し
□保証期間（無償）が確認できるもの
□ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰの定格出力が確認できるもの
□着工前の現場写真
□設置場所の案内図

□見積書の写し
□仕様等がわかるｶﾀﾛｸﾞや図面
□全体のﾊﾟｯｹｰｼﾞの型番が確認できるもの

３．提出方法
・役場窓口まで直接持参（平日 8：30～17：15）

・郵送（〒861-3592 山都町浜町6）
山都町役場 環境水道課 宛

電気代の節約になる

環境に配慮した経
営ができる

蓄電池とセットで
夜間も使える

停電時でも電気が
使えて安心

太陽光

蓄電池

太陽光+蓄電池導入のメリット

◆補助上限…太陽光・蓄電池 各100万円


